
JP 2015-10409 A 2015.1.19

10

(57)【要約】
【課題】下枠に対して簡単に固定することができるサッ
シを提供する。
【解決手段】排水口を有する下枠と、下枠上を走行自在
な障子及び網戸と、下枠に取付ける排水口キャップと、
虫止め板部品とを備え、網戸は、左右両端部に障子側に
突出して設けた隙間塞ぎ材を有し、排水口キャップは、
虫止め板部品が係合可能な台座部を有し、下枠の排水口
に嵌め込んで取り付けてあり、虫止め板部品は、障子と
網戸の召し合せ部の下方に取付けた排水口キャップに対
し係合して取付けてあり、網戸を左右の何れかに寄せた
状態において隙間塞ぎ材の下端と上下方向で連続するヒ
レ部を有するように構成されている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排水口を有する下枠と、下枠上を走行自在な障子及び網戸と、下枠に取付ける排水口キ
ャップと、虫止め板部品とを備え、
　網戸は、左右両端部に障子側に突出して設けた隙間塞ぎ材を有し、
　排水口キャップは、虫止め板部品が係合可能な台座部を有し、下枠の排水口に嵌め込ん
で取り付けてあり、
　虫止め板部品は、障子と網戸の召し合せ部の下方に取付けた排水口キャップに対し係合
して取付けてあり、網戸を左右の何れかに寄せた状態において隙間塞ぎ材の下端と上下方
向で連続するヒレ部を有する、
　ことを特徴とするサッシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外障子の召合框と障子の室外側の網戸サッシの縦框との下部より虫が侵入す
るのを防ぐ虫止め板部品を備えるサッシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　引き違い窓等の建具の召し合せ部は、外障子もしくは内障子の召合框に設けられたシー
ル部材により密封され、内外障子の召合框の下部と下枠との間には、風止め板部品等を設
けて、室外側より雨や風が入り込むことを防止している。また、引き違い窓等の建具の室
外側には、網戸サッシが設置されており、建具の開放部側に網戸サッシを位置させて蚊等
の虫が入るのを防止しているが、外障子の召合框と網戸サッシの縦框との間には隙間塞ぎ
材が設けられ、外障子の召合框の下部及び網戸サッシの縦框と下枠との間に、虫止め板部
品等を設けて、室外側より虫が入り込むことを防止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開昭６１－１４６３７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、召合框と下枠との間をシールする風止め板部品や虫止め板部品は、建具
の下枠に直接ネジ等で固定されており、その固定に手間がかかっていた。
【０００５】
　本発明は、上記事情を鑑みたものであり、下枠に対して簡単に固定することができる虫
止め板部品を備えるサッシを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のサッシは、排水口を有する下枠と、下枠上を走行自在な障子及び網戸と、下枠
に取付ける排水口キャップと、虫止め板部品とを備え、網戸は、左右両端部に障子側に突
出して設けた隙間塞ぎ材を有し、排水口キャップは、虫止め板部品が係合可能な台座部を
有し、下枠の排水口に嵌め込んで取り付けてあり、虫止め板部品は、障子と網戸の召し合
せ部の下方に取付けた排水口キャップに対し係合して取付けてあり、網戸を左右の何れか
に寄せた状態において隙間塞ぎ材の下端と上下方向で連続するヒレ部を有することを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ドライバ等の工具を必要とせず、虫止め板部品をワンタッチで下枠に
取り付けることができる。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係るサッシの縦断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係るサッシの横断面図である。
【図３】サッシの召し合せ部下部の縦断面図である。
【図４】サッシの召し合せ部下部の平面図である。
【図５】（ａ）は、本発明の虫止め板部品を下枠に取り付けるために使用する排水口キャ
ップを下枠に取り付けたところの斜視図であり、（ｂ）は、排水口キャップを利用して虫
止め板部品を取り付けたところの斜視図である。
【図６】本発明の虫止め板部品を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は側面
図、（ｄ）は底面図である。
【図７】排水口キャップを示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は室外側から見た図、（ｃ）は
底面図、（ｄ）は側面図、（ｅ）は室内側からみた図である。
【図８】排水口キャップを下枠の網戸サッシ用レールに取り付けた図である。
【図９】虫止め板部品を排水口キャップの台座部に取り付ける時の虫止め板部品を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（窓の全体構成）
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、上下は図１中の上下方向
を、左右は図２中の左右方向を表す。ここでは、サッシの一例として、図１及び図２に示
すように、枠体１に二枚の障子２ａ，２ｂを引違いに納めた引違い窓の例を挙げる。枠体
１は、上下の横枠（上枠１１及び下枠１２）と、左右の縦枠１３とを四周枠組みしたもの
で、上枠１１の下面には内外障子用のレール１１ａ，１１ｂ、及び網戸用レール１１ｃが
形成してあり、下枠１２の上面には内外障子用レール１２ａ，１２ｂ及び網戸用レール１
２ｃが形成してある。
【００１０】
　二枚の障子２ａ，２ｂは、何れも左右の縦框３と、上下の横框４（上框４１及び下框４
２）と、パネル５とを備え、左右の縦框３の間に上下の横框４を取り付けて四周框組みし
て、パネル５を嵌め込んだものである。そして、下框４２ａ、４２ｂには、枠体１の下枠
１２のレール１２ａ，１２ｂ上を走行する車輪を有する戸車７が設けられ、二枚の障子２
ａ，２ｂが下枠上を左右方向スライド自在に納めてある。
【００１１】
　外障子の召合框３１ａの室内側壁には、内外障子の召合框３１ａ，３１ｂの間をシール
するシール部材３２が設けられており、内外召合框３１ａ、３１ｂの下面と下枠１２との
間には、止水ピース（図示せず）が配置されて、室外より雨風が吹き込むのを防止してい
る。
【００１２】
　二枚の障子２ａ，２ｂの室外側には、網戸サッシ８が配置されており、網戸サッシ８の
左右の縦框８１の室内側壁面には、隙間塞ぎ材８２を保持する保持溝８１ａが縦框８１の
全長に渡って設けられている。該保持溝８１ａに隙間塞ぎ材８２が保持され外障子２ａの
召合框３１ａの室外側側面に当接することにより、網戸サッシの縦框８１と外障子２ａの
召合框３１ａとの隙間を塞いでいる。
【００１３】
　網戸サッシ用のレール１２ｃには、排水口があけられており、レール１２ｃの室外側か
ら排水口に排水口キャップ９が挿入され、排水口キャップ９の先端の台座部９ｃがレール
１２ｃの室内側に突出するように取り付けられている（図３、図８）。
【００１４】
　網戸サッシ用のレール１２ｃから室内側に突出した台座部９ｃに対して上方より虫止め
板部品１０が係止されることにより、虫止め板部品１０が下枠１２に固定される。
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　このように、虫止め板部品１０を網戸サッシ用のレールに取り付けられた排水口キャッ
プ９を利用して固定するので、下枠上面にネジ止めや係合孔を設ける必要がなく、下枠の
水密性を損ねることなく虫止め板部品を設けることができる。
【００１５】
　そして、虫止め板部品１０のヒレ部１０ｄが網戸用サッシの左右何れかの縦框８１に設
けられた隙間塞ぎ材８２と見込み方向で重なるように配置されることにより、外障子２ａ
の召合框３１ａと網戸サッシの縦框８１と下枠１２との間から虫や風が侵入することを防
いでいる。
【００１６】
（虫止め板部品の構成）
　図６に示すように、虫止め板部品１０は、弾性を有する材料からなり、板状の中央板部
１０ａと、中央板部１０ａの左右端より下方に延びる左右の側壁部１０ｂ、１０ｂと、左
右の側壁部１０ｂ、１０ｂから外方に延びる左右の側板部１０ｃ、１０ｃと、左右の側板
部１０ｃ、１０ｃの左右外端部より上方に延びるヒレ部１０ｄ、１０ｄとから構成されて
いる。そして、中央板部１０ａと左右の側壁部１０ｂ、１０ｂとにより、下方に開口する
取付溝部１０ｅを構成している。
【００１７】
　ヒレ部１０ｄ、１０ｄは、左右両辺に設けられているので、網戸サッシ８が窓の左右ど
ちらの位置に配置されている場合でも、網戸サッシ８の左右何れかの縦框８１に設けられ
た隙間塞ぎ材８２と見込み方向で重なる状態となり、網戸サッシ８及び外障子２ａの召し
合せ部の下端からの虫の侵入を防止することができる。
【００１８】
　中央板部１０ａには、その上面中央に凹溝１０ｆが形成され、下面には、取付部材とし
ての排水口キャップ９の台座部９ｃに設けられた孔部９ｈに挿入する突起１０ｇが突設さ
れており、左右の側壁部１０ｂ、１０ｂの下方部分には、取付溝部１０ｅの内方に向けて
係止突起１０ｈ、１０ｈが形成されている。
【００１９】
（排水口キャップの構成）
　図７に示すように、排水口キャップ９は、レール１２ｃの排水口を覆う覆部９ａと、レ
ール１２ｃの排水口に挿入される本体部９ｂと、本体部９ｂより延設される台座部９ｃと
からなる。本体部９ｂは横部材９ｄと横部材９ｄの左右両端より下方に延びる左右の側板
部材９ｅ，９ｅにより、下方に開口する溝状に形成されており、覆部９ａの排水口に連続
している。
【００２０】
　排水口キャップ９の本体部９ｂの左右には円弧状の肉厚部９ｆを備えている。また、本
体部９ｂの上面には、排水口キャップ９をレール１２ｃの排水口に所定深さまで挿入した
ときに、排水口キャップ９が排水口から抜け落ちるのを防止する抜け止め突起９ｇが形成
されている。
【００２１】
　排水口キャップ９の本体部９ｂより延設される台座部９ｃは、本体部９ｂの室内側に延
びる左右の側板部材９ｅ，９ｅの下方を切除して形成されており、その上面には、虫止め
板部品１０の中央板部１０ａに設けられた突起１０ｇを挿入する孔部９ｈが形成されてい
る。
【００２２】
（虫止め板部品の取り付け方）
　図９に示すように、虫止め板部品１０の中央板部１０ａをその弾性に抗して反らせて、
取付溝部１０ｅを広げる。この際、中央板部１０ａの上面には凹溝１０ｆが設けられてい
るので容易に反らせることができる。なお、凹溝１０ｆは、必ずしも必要なものではない
。
【００２３】
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　取付溝部１０ｅを広げた状態を維持しながら、網戸用レール１２ｃの室内側に突出して
いる排水口キャップ９の台座部９ｃの上方より虫止め板部品１０を突起１０ｇが台座部９
ｃの孔部９ｈに挿入するように当接させ、中央板部１０ａの反りを戻す。
【００２４】
　虫止め板部品１０の突起１０ｇが台座部９ｃの孔部９ｈに挿入され、反りを戻すことに
より、虫止め板部品１０の係止突起１０ｈ、１０ｈが台座部９ｃの左右両側片の下端に係
止され、虫止め板部品１０は台座部９ｃに対して嵌合される。
【００２５】
　以上、説明したように、本発明の実施形態に係るサッシは、排水口を有する下枠と、下
枠上を走行自在な障子及び網戸と、下枠に取付ける排水口キャップと、虫止め板部品とを
備え、網戸は、左右両端部に障子側に突出して設けた隙間塞ぎ材を有し、排水口キャップ
は、虫止め板部品が係合可能な台座部を有し、下枠の排水口に嵌め込んで取り付けてあり
、虫止め板部品は、障子と網戸の召し合せ部の下方に取付けた排水口キャップに対し内周
側から係合して取付けてあり、網戸を左右の何れかに寄せた状態において隙間塞ぎ材の下
端と上下方向で連続するヒレ部を有するように構成されているので、虫止め板部品のヒレ
部が網戸用サッシの縦框に設けられた隙間塞ぎ材と見込み方向で重なるように配置され、
外障子召合框と網戸サッシの縦框と下枠との間から虫や風が侵入することを防ぐことがで
きる。
【００２６】
　なお、本実施形態の虫止め板部品１０が取り付けられる台座部９ｃは、網戸用レールに
設けた排水口に取り付けられる排水口キャップ９に形成されたものであるが、排水口キャ
ップ９は下枠１２の底面に設けた排水口に取り付けられたものでもよい。
　また、本実施形態で採用されている虫止め板部品の下枠への固定技術は、風止め板部品
の下枠への固定技術として採用することもできる。
【符号の説明】
【００２７】
１　枠体
２ａ，２ｂ　障子
３　縦框
　３１ａ，３１ｂ　召合框
　３２　シール部材
４　横框
　４２　下框
　４３　シール保持部
５　パネル
７　戸車
８　網戸サッシ
　８１　網戸サッシの縦框
　８１ａ　保持溝
　８２　隙間塞ぎ材
９　排水口キャップ
　９ａ　覆部
　９ｂ　本体部
　９ｃ　台座部
１０　虫止め板部品
　１０ａ　中央板部
　１０ｂ　側壁部
　１０ｃ　側板部
　１０ｄ　ヒレ部
　１０ｅ　取付溝部
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　１０ｆ　凹溝
　１０ｇ　突起
　１０ｈ　係止突起

【図１】 【図２】
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